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■１．令和４年４月に施行される改正個人情報保護法 

ここ１～２年の間に個人情報保護法の改正が急ピッチで進められています。 

具体的には，まず令和２年３月 10日に「個人情報の保護に関する法律等の一部

を改正する法律案」が第 201回通常国会に提出され，令和２年６月５日の国会に

おいて可決，成立し，令和２年６月 12日に公布されました（図表）。 

 

その後，令和３年２月９日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律案」が第 204回通常国会に提出され，令和３年５月 12日の国会に

おいて可決，成立し，同年５月 19日に公布されました。 

これらの改正法はいずれも一部を除き，令和４年４月１日施行が予定されてい

るところです。 

本稿では，個人情報取扱事業者（以下，単に「事業者」という）が対応すべき

事項については主に令和２年改正のほうで対応がなされていますので，以下では

令和４年４月施行せまる 

個人情報保護法改正の実務対応ポイント 



令和４年４月施行がせまる 

個人情報保護法改正の実務対応ポイント 

 ２ 

この令和２年改正の内容を軸に事業者が施行前に見直すべき対応ポイントについ

て述べていきます。ただ，法令の条数に関しては同日付の令和３年改正の一部施

行を踏まえた最終の条数で示すこととしますので，この点につきご留意ください

（以下，個人情報保護法は「法」，個人情報保護法施行規則は「規則」と表記す

る）。 

■２．主な改正事項への対応 

以下では，主な改正事項の対応についてチェックポイント式で述べていきま

す。 

《実務チェックポイント１》不適正な方法による利用の禁止への対応 

まず，今回の改正では，「個人情報取扱事業者は，違法又は不当な行為を助長

し，又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。」と

の規定が置かれ，いわゆる不適正な方法による利用の禁止が明文化されました

（法 19条）。 

ここにいう「違法又は不当な行為を助長し，又は誘発するおそれがある方

法」とは，ガイドラインによれば，以下のようなケースを指します。 

① 違法な行為を営むことが疑われる事業者（例：貸金業登録を行っていない貸金業者

等）からの突然の接触による本人の平穏な生活を送る権利の侵害等，当該事業者の違法

な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず，当該事業者に当該本人の個人情

報を提供する場合 

② 裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報（例：官報に掲載される

破産者情報）を，当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が，不特定多数の者によ

って誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず，それを集約してデータ

ベース化し，インターネット上で公開する場合 

③ 暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為や総会屋による不当な要求を

助長し，または誘発するおそれが予見できるにもかかわらず，事業者間で  共有して

いる暴力団員等に該当する人物を本人とする個人情報や，不当要求による被害を防止す

るために必要な業務を行う各事業者の責任者の名簿等を，みだりに開示し，又は暴力団

等に対しその存在を明らかにする場合 

④ 個人情報を提供した場合，提供先において法 27条１項に違反する第三者提供がなさ

れることを予見できるにもかかわらず，当該提供先に対して，個人情報を提供する場合 

事業者内の個人情報取扱規程などで不適正な方法による利用の禁止について

定めが置かれていないのであれば新設し，規定がある場合でもその具体化を検

討するとともに，従業員への教育に際しては，この点の周知徹底を図る必要が

あるものと思われます。 

《実務チェックポイント２》漏えい等の発生時の対応 

次に，今回の改正により，「個人情報取扱事業者は，その取り扱う個人データ

の漏えい，滅失，毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個

人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定

めるものが生じたときは，個人情報保護委員会規則で定めるところにより，当

該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。」（法 26条
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１項）との規定が置かれるとともに，「前項に規定する場合には，個人情報取扱

事業者（同項ただし書の規定による通知をした者を除く。）は，本人に対し，個

人情報保護委員会規則で定めるところにより，当該事態が生じた旨を通知しな

ければならない。」（法 26条２項）との規定が置かれています。 

ここで，「漏えい」とは個人データが外部に流出すること，「滅失」とは個人

データの内容が失われること，「毀損」とは個人データの内容が意図しない形で

変更されることや，内容を保ちつつも利用不能な状態となることをいいます。 

そして，「個人情報保護委員会規則に定めるもの」とは，以下のものをいいま

す（規則７条）。 

① 要配慮個人情報が含まれる個人データの漏えい等が発生し，または発生したおそれが

ある事態（例：患者の診療情報や調剤情報を含む個人データを記録した USBメモリーの

紛失，従業員の健康診断等の結果を含む個人データの漏えい等） 

② 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等

が発生し，または発生したおそれがある事態（例：ECサイトからのクレジットカード

番号を含む個人データの漏えい，送金や決済機能のあるウェブサービスのログイン ID

とパスワードの組合せを含む個人データの漏えい等） 

③ 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し，又は発生

したおそれがある事態（例：不正アクセスによる個人データの漏えい，ランサムウェア

等により個人データが暗号化され復元できなくなった場合，個人データが記載または記

録された書類・媒体等が盗難された場合等） 

④ 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し，または発生したおそれ

がある事態（なお，「個人データに係る本人の数」については，事態が発覚した当初

1,000人以下であっても，その後 1,000人を超えた場合には，1,000人を超えた時点で

これに該当。また，本人の数が確定できない漏えい等において，漏えい等が発生したお

それがある個人データに係る本人の数が最大 1,000人を超える場合には，これに該当） 

そして，この場合，事業者は個人情報保護委員会に?概要（発生日，発覚日，

発生事案，発見者，上述の①～④のいずれの場合に該当するか，委託元および

委託先の有無，事実経過等），㋑漏えい等が発生し，または発生したおそれがあ

る個人データの項目，㋒漏えい等が発生し，または発生したおそれがある個人

データに係る本人の数，㋓原因，㋔二次被害またはそのおそれの有無およびそ

の内容，㋕本人への対応の実施状況，㋖公表の実施状況，㋗再発防止のための

措置（実施済みの措置と今後実施予定の措置に分ける），㋘その他参考となる事

項を報告するとともに，上述のうち，㋐・㋑・㋓・㋔・㋘に関して情報主体た

る本人に通知をしなければなりません。 

これまでも個人情報取扱規程において，漏えい等が生じた場合の原因や影響

の調査や再発防止策の実施等について定めている例があったと思いますが，今

回の改正によって一定の漏えい等の事案に関しては，法令上の報告・通知義務

が事業者に課されることとなりましたので，事業者においては，その点につい

て規定を新設または改定する必要がありますし，これに対応するための体制を

あらかじめ整備し，その旨を規定中にも記載しておく必要があります。 

《実務チェックポイント３》保有個人データに関する公表事項および本人からの開示
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等請求事項の拡充 

また，保有個人データに関する公表事項や開示等請求事項が拡充されていま

す。 

具体的には，公表事項に関し，事業者の住所・代表者が追加されました（法

32条１項１号）。 

また，開示等請求については，短期保存データが新たに対象となり，開示方

法の指示が可能となったほか，第三者提供記録が開示請求の対象として拡充さ

れ（法 33条５項），さらに利用停止・消去・第三者提供停止の請求が認められ

る場合に，これまでの利用停止・消去に関する目的外利用および不正取得，第

三者提供停止に関する第三者提供規制違反のほか，不適正利用（利用停止・消

去のみ）や保有個人データを利用する必要がなくなった場合，本人の権利や正

当な利益が害されるおそれがある場合（法 26条所定の漏えい等が生じた場合な

ど）が追加されることになりました（法 35条）。 保有個人データに関して

は，所定の事項の公表や本人からの開示等請求に関する規定が設けられ，窓口

の設置・運用が行われてきていると思われますが，今回の改正事項に対応する

形で規定を見直すとともに，実務に当たる窓口担当者に必要な教育を行う必要

があります。 

《実務チェックポイント４》「仮名加工情報」の創設 

このほか，パーソナルデータの利活用の観点から，「匿名加工情報」に加え，

今回の改正で導入された概念として「仮名加工情報」があります。 

これは，①個人情報に含まれる記述等の一部を削除し，もしくは個人識別符

号の全部を削除する等の措置を施すなどの措置をし，②他の情報と照合しない

限り特定個人を識別できない状態に加工した，③「個人に関する情報」のこと

を指します。 

ところで，事業者が自分の持つデータベース内の個人情報を上述の要件に従

って加工し，データベースに保管するとした場合，このデータベースを「仮名

加工情報データベース等」といいますが，その中に入っている「仮名加工情

報」は「他の情報と照合」すれば個人を特定できるので，後述する削除情報等

を当該事業者において実際に削除しない限りは個人情報でもある，ということ

になります。 

以下に述べるのは，基本的にこの「仮名加工情報データベース等」に入って

いる個人情報である「仮名加工情報」に関する規律ですが，事業者はこの規制

に従い当該情報を取り扱う義務を負担することになります。一方で，この「仮

名加工情報」に関しては，この規制を除けば，利用目的変更の規制，漏えい等

報告義務，保有個人データに関する公表等や開示等に関する規律の適用はあり

ません。 

「匿名加工情報」との違いは，どの程度「特定個人を識別できない」状態を
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確保しているか，それを「復元することができない」状態にしているか否か，

の違いです。 

仮名加工情報に関する規制の基本構造をごく簡単に整理すると，以下の通り

となります。 

① 「個人情報」から「仮名加工情報」を加工するにあたっては一定の加工基準に則っ

て行われなければならない（法 41条１項）。 

② 実際の「仮名加工情報」を加工するにあたり，削除した記述・個人識別符号や加工

方法に関する情報（「削除情報等」）を適切に管理しなければならない（安全管理措

置，法 41条２項）。 

③ 「仮名加工情報」はその利用目的を公表し，法令に基づく場合を除き，その公表さ

れた利用目的の範囲で使用しなければならない（法 41条３項・４項）。 

④ 「仮名加工情報」である個人データおよび削除情報等を利用する必要がなくなった

ときは，これらを遅滞なく消去するよう努めなければならない（法 41条５項）。 

⑤ 「仮名加工情報」である個人データは，法令に基づく場合を除き，第三者に提供し

てはならない（法 41条６項）。 

⑥ 「仮名加工情報」を取り扱うにあたり，作成に用いた個人情報を本人識別するため

に照合してはならない（識別行為の禁止，法 41条７項）。 

⑦ 「仮名加工情報」を取り扱うにあたり，電話，郵便もしくは信書便送付，電報送

付，電子メール等の送信または住居訪問  のために「仮名加工情報」に含まれる連絡

先その他の情報を利用してはならない（法 41条８項）。 

⑧ 「仮名加工情報」の取扱いにあたっては，そのことに関する苦情処理の体制を整備

しなければならない（法 42条３項）。 

以上を踏まえ，「匿名加工情報」の場合と同様，規程類の整備や削除情報等を

取り扱う者の権限・責任の明確化については，特別にこれだけのために別途の

対応をするというよりは，個人情報に関する安全管理措置としての規程整備を

行う中で併せて検討していくことになります。各種公表事項に関しても同様

で，個人情報に関するそれと併せ，その公表のあり方について検討していくこ

とになるものと思われます。 

《実務チェックポイント５》オプトアウトの通知・公表・届出事項 

その他，オプトアウトの場合の通知・公表・届出事項が追加される（提供に

関わる事業者が法人の場合の代表者名・第三者に提供される個人データの取得

方法等）などの改正もなされていますので，関係のある事業者においては適宜

確認のうえで対応を検討すべきでしょう。 
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手がけている。 


